








消費税10% (単位：円)

冷暖房費

9時～12時 13時～17時 18時～22時 22時～24時 １時間当たり

8,800 13,200 17,600 ★

9,680 14,520 19,360 ★

11,440 17,160 22,880 ★

13,200 19,800 26,400 ★

14,960 22,440 29,920 ★

22,000 33,000 44,000 ★

26,400 39,600 52,800 ★

11,000 16,500 22,000 ★

12,100 18,150 24,200 ★

14,300 21,450 28,600 ★

16,500 24,750 33,000 ★

18,700 28,050 37,400 ★

27,500 41,250 55,000 ★

33,000 49,500 66,000 ★

非営利行為 4,730 6,380 6,380 ★

営利行為 14,190 19,140 19,140 ★

330(110) 490(160) 660(220) ★

550(190) 820(270) 1100(360) ★

550(190) 820(270) 1100(360) ★

330(110) 490(160) 660(220) ★

★

★

★

★

★

★

2Ｆ南側通路 ★

2Ｆ西側通路 ★

1Ｆ通路 ★

※（）内の金額は1時間単位での利用における、1時間当たりの金額。

ロビー、ホワイエ
をギャラリーとして

利用する場合

1日で550円（110円）

1,5701日で550円（110円）

1日で440円（110円）

練習スタジオ 　　　　　　　 1時間当たり　990円（機材含む）

和　　　　　　室
　　　　　　　 1時間当たり　220円

（営利目的での使用は１時間当たり　660円）

1時間当たり　1,650円

2,000円を超える入場料
を徴収する場合

1時間当たり　1,870円

入場料を徴収しないが営利
行為を目的とする場合

1時間当たり　3,300円

練習に利用する場合 　　　　　　　 1時間当たり　1,100円

練
習
ホ
ー
ル

催
し
物
に
利
用
す
る
場
合

入場料を徴収しない場合 1時間当たり　1,100円

500円以下の入場料を
徴収する場合

1時間当たり　1,210円

1,000円以下の入場料
を徴収する場合

1時間当たり　1,430円

2,000円以下の入場料
を徴収する場合

3,000円を超える入場料を
徴収する場合

入場料を徴収しないが営利
行為を目的とする場合

ギャラリーとして
利用する場合

楽
屋

楽　屋　１

楽　屋　２

楽　屋　３

楽屋事務室

※楽屋のそれぞれについて、営利目的で使用する場合には表示料金の３倍の金額

2,000円以下の入場料を
徴収する場合

3,000円以下の入場料を
徴収する場合

3,000円を超える入場料を
徴収する場合

入場料を徴収しないが営利
行為を目的とする場合

土
・
日
・
休
日

入場料を徴収しない場合

500円以下の入場料を
徴収する場合

1,000円以下の入場料を
徴収する場合

2,000円以下の入場料を
徴収する場合

3,000円以下の入場料を
徴収する場合

基本使用料金表

区　分
基　本　使　用　料

ホ
ー
ル

平
日

入場料を徴収しない場合

1,570

500円以下の入場料を
徴収する場合

1,000円以下の入場料を
徴収する場合
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